＜債　権　回　収＞

副題＝頭脳的な債権回収方法

鳥取県米子市の経済情報誌へのシリーズ掲載より

１．債権回収の基本

債権回収及びその方法とは？
債権回収とは、法的には債権者が債務者に対して有する貸付金や請負代金、商品販売代金等、それらの債権につき債権者が債務者に対し請求し、弁済（債務者が債務の本旨に従って給付をなし債務を消滅させること）を受けることで取引ごとの債権行為（売買や請負など取引における債権債務関係）を完結終了させることだ。
その方法とは、平たく言えば債務者に商品代金などの支払を受けるための債権者の一連の請求行為や代金等取立に関する手法のことだが、それは一般的には法的手法、任意的手法を合わせ、債権者の請求（一定の履行や行為を求めること）、債務者の弁済のための提供（給付や弁済に代る何らかの意思表示）債権者の受領までのプロセスにおいて債権者が債務者に対して採り得る様々な回収手段のことであり、また法手続きに拠らない債権回収のための取立行為等については、何処までが合法なのかという法解釈論を含めた法知識やその実際的ノウハウが債権回収方法ということになるのだが。
債権回収で頭を悩ますのは債権者の立場だけのことではない。
回収方法によっては債務者の債務履行の意欲を殺いでしまうことになる。
売掛金が焦げ付きそうなことに気付き、イザという時には、常識的には、債権者としては、他の債権者に遅れをとってはならないという焦りもあって、先を争い、ひたすら請求や取立てに奔走したくなるのが普通だが、それが功を奏しない場合には、色々と対策を練ることも儘ならずという時、債権者としては、それ相当に頭を悩ますことにもなるのだが、それは、あくまでも債権者サイドの問題であって、そのことに対し債務者サイドの事情（殊に債務者の態度や動向次第では）はどうなのかということがある。

つまり、債権回収の基本として重要なことは、当初より債務者の状況に即した債権回収の手法なくして、ただ遮二無二請求し、取立てようとするだけでは頭脳的な債権回収方法とは言えない場合がある。債権者がそのことを十分考慮しないで債権者という権利行使だけのスタンスでは、債権者は後になりそのことに気付くのだが、それが結果としては、取り返しのつかない判断ミスになることが少なくないのである。
債権回収の基本は債務者を不用意に追い詰めないことである。
債務者が資金繰りなどに窮し、債務不履行に陥った場合、そもそも債務者としては、何とかして債務を履行すべく努力を払おうとする。それが通常人の心裡というものであるが、債務者サイドだけでは、解決の術（すべ＝手立て）が見出せない時、債務者としては、その状態から一刻も早く逃れたいということでは、信用を重んじる者ほど夜も眠れないほど考え悩むのだが、時に債務者によっては、また元々責任感のない債務者にあっては、往々にして予期に反するような行動（意図的債務不履行、営業中止（放棄）・詐害行為、計画倒産、挙句の果ては夜逃げや自殺など）に走ることがあるのは諸所方々の例からして債権者としても予測可能なことである。
通常、債務者にあっては、当初は債権者に対して迷惑をかけているという態度であったのが、債権者の対応如何、回収方法のあり方等によっては、時間が経つにつれ、あるいは突然に債務者の態度を変質させかねないということもあるから、そのような意味合いからは、頭脳的な債権回収方法の基本は、債務者の信用の程度や性格的特徴を知った上で用意周到なる計画の下でかかることであり、中でも最も重要なことは、債務者に対しては人としての責任と信用を重んじるよう説得することであり、それだけに債権回収の前段階の作業はメンタルなものであり、場合によっては債権者の日頃の営業手腕が問われるようなことでもあり、またそれが時には債権者と債務者の間で繰り広げられる虚虚実実の戦いになることもあり、そのような側面からは頭脳的な債権回収方法というのは、法技術や心理学的手法を駆使しての知恵比べにもなり、相手次第では人を見る目とか、人格までも試されるような心理戦争を戦うようなことになるのである。
回収戦術として重要なことは、先ずは債務者の債務履行の意欲を掻き立てる
ことである
見込みとしては、相当困難な状況にある債権の回収に当たっては、先ずは法的ポイントを押え、可能な範囲での措置（時効中断や債務者の承諾による納入済商品等の留置等）を講ずると共に債務者サイドにおける債務不履行の原因について精査し、内容を分析の上、現実に即した弁済能力がどの程度あるかどうか、その可能性について債務者のみに止まらず債務者周辺（零細事業経営者にあっては代表者や役員の家族や親族、その他の支援者、債務者の取引先や取引銀行等）の者を含め、その態度や動向を把握し、債務者の弁済意欲の持続を促し、そのためには債権者が連鎖倒産するというような特段の事情がないかぎりにおいては、債権者サイドにおいても債務者の弁済意欲高揚のため積極的協力を惜しまず、債務者サイドに立った対応や最悪の場合を想定しての善後策やそのためのコンサルテーション（弁済方法の変更や期限の猶予、保証方法等についての相談・協議など）などと一体化した形での債権回収方法が採られるべきである。（次回へ続く）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【行政書士　根角香織】
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